
 

 

別添２ 

 

引落入金依頼を行うオンライン取引先に対して入金の依頼を行った金融機関等

に関する情報を【PREVIOUS INSTRUCTING AGENT】に入力する場合の入力例 

 

  

 ＜入力例①＞ ＜入力例②＞ 

 顧客送金電文 金融機関間送金電文 

 

金融機関等の顧客が別の金融機関等および

引落入金依頼人を経由して外国中央銀行等

の顧客へ送金する場合 

金融機関等が別の金融機関等および引落入

金依頼人を経由して外国中央銀行等へ送金

する場合 

 顧客Ｘ 金融機関等Ａ 

 ↓ ↓ 

 金融機関等Ａ 金融機関等Ｂ 

 ↓ ↓ 

 金融機関等Ｂ 金融機関等Ｃ 

 ↓ ↓ 

 引落入金依頼人Ｃ 引落入金依頼人Ⅾ 

 ↓ ↓ 

 外国中央銀行等Ⅾ 外国中央銀行等Ｅ 

 ↓ 

 

 顧客Ｙ 

 

＜入力項目＞   

【PREVIOUS INSTRUCTING AGENT】 金融機関等Ｂ 金融機関等Ｃ 

【DEBTOR】 顧客Ｘ 金融機関等Ａ 

【DEBTOR AGENT】 金融機関等Ａ 金融機関等Ｂ 

【INTERMEDIARY AGENT 1】 ―― ―― 

【CREDITOR AGENT】 外国中央銀行等Ⅾ ―― 

【CREDITOR】 顧客Ｙ 外国中央銀行等Ｅ 



 

 

 

 ＜入力例③＞ ＜入力例④＞ 

 金融機関間送金電文 金融機関間送金電文 

 
金融機関等が別の金融機関等および引落入

金依頼人を経由して外国中央銀行等へ送金

する場合 

金融機関等が別の金融機関等、引落入金依

頼人および外国中央銀行等を経由してさら

に別の金融機関等へ送金する場合 

 金融機関等Ａ 金融機関等Ａ 

 ↓ ↓ 

 金融機関等Ｂ 金融機関等Ｂ 

 ↓ ↓ 

 引落入金依頼人Ｃ 引落入金依頼人Ｃ 

 ↓ ↓ 

 外国中央銀行等Ｄ 外国中央銀行等Ｄ 

  ↓ 

  金融機関等Ｅ 

＜入力項目＞   

 （現行の入力例）  （現行の入力例）  

【PREVIOUS INSTRUCTING AGENT】 ―― 金融機関等Ｂ ―― 金融機関等Ｂ 

【DEBTOR】 金融機関等Ａ 金融機関等Ａ 金融機関等Ａ 金融機関等Ａ 

【DEBTOR AGENT】 金融機関等Ｂ ―― 金融機関等Ｂ ―― 

【INTERMEDIARY AGENT 1】 ―― ―― 

【CREDITOR AGENT】 ―― 外国中央銀行等Ｄ 

【CREDITOR】 外国中央銀行等Ｄ 金融機関等Ｅ 

―― 入力例③および④のケースでは、現行の取扱い（金融機関等Ｂの情報を【DEBTOR AGENT】

に入力）に加え、金融機関等Ｂの情報を【DEBTOR AGENT】ではなく【PREVIOUS INSTRUCTING 

AGENT】に入力できます。 


